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第３次介護保険改善を求める国会請願署名提出行動
国会に最終２９万３０４３筆提出！（民医連から１８４，２２８筆） 
-６月３日介護保険制度改善と介護従事者の処遇改善を求める国会内集会 

6 月 3 日（月）、衆議院第二議員会館・多目 
的会議室にて、中央社保協による主催で、「介

護保険制度改善と介護従事者の処遇改善を求

める国会内集会」が行われました。集会の様

子は会場とオンラインを合わせて 100 名以上

の参加（民医連の現地参加は 55 名）となりま

した。介護請願署名は、全日本民医連として

33,919 筆（総計 184,228 筆 ）、昨年 9 月の

「介護請願署名 2023 キックオフ集会」から

他団体集約分と合わせて合計 293,043 筆を提

出しました。集会には日本共産党宮本徹議員

より、「訪問介護費の引き下げを再改定してい

くことで、事業所を守り、サービスが必要な

方がサービスを受けられるようにしていきたい。」、

認知症の人と家族の会代表理事の鎌田さんより「介

護給付費分科会の委員として、安心して長生きでき、

介護が受けられる社会を子供や孫にまで残していき

たい。」と連帯挨拶がありました。その後、利用者の

立場から年金者組合の雨宮冨美江さん、事業所の立

場から京都民医連の阿部未知さん、労働者の立場か

ら福祉保育労の民谷孝則さんから、利用者・介護現

場・労働者それぞれの実情と介護保険の改善を求め

る発言がありました。最後に全日本民医連・林次長よ

り行動提起がありました。（全日本民医連 HP 参照） 
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訪問介護基本報酬引き下げ撤回を求める 
メッセージ３７２０枚を厚労省・財務省へ提出 

 
同日（３日）、集会内で厚労省老健局認知症施策・地

域介護推進課長、財務省主計局介護担当者など４名の担

当者に訪問介護費の引き下げ撤回と介護報酬引き上げ

の再改定を早急に行うことを求める要請書 3720 筆（民

医連は 1797 筆）の提出を行いました。 
その後、神奈川年金者組合の方から、「介護保険費は

集められていても、実際に介護保険を使うことは難しく

なっている。これからの社会に向けて、本当の介護保険

制度を実現してほしい」、大阪社保協日下部さんより「訪

問介護基本報酬引き下げの影響で奥の事業所が閉鎖している。臨時の再改定を早急にお願いしたい」長野社保協

より「自治体へ緊急アンケートを提出し、記者会見を実施した」、大阪民医連地道さんより「大阪での緊急アンケ

ートを実施し、３週間で４００件を超える再改定を望む声が集まった」 
厚労省・財務省担当者から「皆さんの声をしっかりと受け止めたい」と応じました。 

 
６月６日「介護障害福祉事業者の処遇改善に関する決議」を全会一致で議決（衆院厚生労働委員会） 

衆院厚生労働委員会は５日、「介護障害福祉事業者の処遇改善に関する決議」を全会一致で議決しました。訪問

介護の基本報酬が引き下げなどに対する、異例の決議です。決議は、介護・障害福祉従事者は「重要な職責を担

っている」と指摘。他産業の給与水準と比べて低い状況だとして、「優れた人材の確保」「サービス提供体制を整

備」するため、報酬改定などの影響について会議事業者等の意見も聞き、速やかで十分な「検証」を行うとして

います。また、賃金などの処遇改善に資する施策を検討し、「必要な措置を講ずるべき」だと政府に求めていま

す。これまで取り組んできた介護保険改善を求める国会請願署名や訪問介護費の引き下げ撤回要請書、各地の緊

急アンケート調査の取り組みなどが、今回の決議につながっています。（添付資料） 
 
 

★ 「事業者緊急アンケート」を独自に実施—長野、山梨、宮崎 

■ 「訪問介護報酬 基本報酬引き下げに関する緊急アンケート」をもとに 

県と懇談・記者会見を実施！（長野民医連） 
長野民医連では訪問介護基本報酬引き下げに伴い、４～５月県内４８

２の訪問介護事業所へアンケートを実施し、２１３事業所から回答があ

りました。アンケートでは「基本報酬引き下げについて、納得できる

か」の設問（図 1）には、「納得できない」が 91.1％。介護報酬改定で

「経営状況がどう変わるか」の設問（図 2）では、「経営が悪化する」が

59.2％を推移しました。 
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5 月 31 日午後、県社保協が取り組んだ訪問介護事業所アンケートの結果

について、記者会見を行いました。会見には長野県民医連の３名から現場

の実態と制度の改善を求める発言を行いました。県介護支援課との懇談も

実施し、介護支援課長からは「今回の訪問介護報酬の引き下げは、県内の

訪問介護、在宅サービスの提供体制に支障をきたす」「県としてもこれか

ら現場へ出向いて話を聞いて状況を把握したい」との発言がありました。

報道各社の取材があり、テレビは NHK(長野)、SBC 信越放送、新聞は信濃

毎日新聞、長野日報、しんぶん赤旗で報道されました。 

 

■ 「訪問介護事業所向け緊急アンケート 結果」（山梨民医連） 

 山梨民医連では、県内の訪問介護事業所１７４か所へアンケート調査を実施し、８９事業所から回答が寄せ

られました。「基本報酬引き下げについて納得ができるか」（図 3）の設問には 96.6％（86 事業所）が「納得で

きない」と回答。「現在、人材充足状況について」の設問（図 4）には 80.5％（70 事業所）が「充足していな

い」と回答がありました。４月３０日、アンケート結果を新潟民医連と合同で厚労省へ提出しました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

■ 「訪問介護事業所における介護報酬改定の影響に関する緊急アンケート調査」（宮崎民医連） 

宮崎民医連では、県内の訪問介護事業所２５５か所にアンケート調査を実施し、５８所から回答が寄せられ

ました。「２０２４年６月より算定開始となる介護職員等処遇改善加算の最上位の監

査要件を満たすことができそうか」の設問（図 5）には「難しい」「そもそも最低の

加算を取ることすら困難」と答えた事業所が半数以上の回答がされた。 

 

 

 

 

「人員充足状況について」（自由記載欄抜粋） 

・介護の中でも訪問介護は敬遠され、新たな人材の確保が非常に難しい。ヘルパーの半数以上が６５歳以上で

いつ退職されるかわからない、綱渡り状態。 

・支援にあたるヘルパーも高齢となり、急な休み地価もある、人員不足の状況となるときもあり、利用者の新

規受け入れを止めている。 

・報酬がずっと下がっていて、正職員以外の職員を正職として雇用し難い。 

・訪問介護の報酬単価の引き下げにより経営が悪化し、人件費にお金がまわせない。 

 

 

お問い合わせ先 介護ウェーブ推進本部 

TEL：03-5842-6451     E-mail：min-kaigo@min-iren.gr.jp     全日本民医連事務局：栗原・若林 
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